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 府 中 市 都 市 計 画 審 議 会 

 議   事   日   程  

 

平成２４年４月２７日（金）午後２時 

北 庁 舎 ３ 階 第 １ ・ ２ 会 議 室 

 

日程第１  第１号 議案  府中都 市計 画生産緑 地地区の 変更  
 
日程第２  第２号 議案  府中都市計画用途地域等の変更に係る原案 
 
日 程 第 ３  第 ３ 号 議 案  府 中 都 市 計画 地 区 計 画 日 新 町 四 丁 目 地 区

地区計画 の決定に 係る原 案  
 

日程第 ４  第４ 号議 案  府中 都市計 画公園 第２ ・２ ・６ ３号 新田

公園の決 定に係る 原案  
 
日程 第５  第 ５号 議 案  府中 市都 市 計画 に関 する 基本 的 な方 針の

一部改定 に係る原 案  
 
日程第 ６  第６ 号議 案  府中 都市計 画地区 計画 多磨 駅東 地区 地区

計画の変 更に係る 原案  
 

日程第７  報告  ( 1 ) 府中 都市計 画道 路の進ち ょく状況 につい て  
 
     ( 2 ) 府中都市計画公園・緑地の進ちょく状況について 
 

日程第８  その他  
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   午後２時００ 分  開 会  

【松村計 画課長】  それ では、 ただ いまから 府中市都 市計画 審議

会を開会 していた だきた いと思 いま す。  

 開会に 先立ちま して、 都市整 備部 長の青木 よりご挨 拶申し あげ

ます。  

【青木都 市整備部 長】  委員の 皆さ ん、こん にちは。 本日は 大変

お忙しい 中をご出 席くだ さいま して 、ありが とうござ います 。  

 ４月の 定期人事 異動に よりま して 、事務局 の一部に 異動が ござ

いました が、昨年 に引き 続きま して 、どうぞ よろしく お願い いた

します。  

 本日の 案件でご ざいま すが、 審議 事項が６ 件、報告 事項が ２件

でござい ます。よ ろしく ご審議 を賜 りますよ うお願い 申しあ げま

して、ご あいさつ とさせ ていた だき ます。ど うぞよろ しくお 願い

いたしま す。  

【松村計 画課長】  ご審 議いた だく 前に、４ 月の定期 人事異 動に

伴いまし て担当者 の異動 がござ いま したので 、事務局 の紹介 をさ

せていた だきます 。自己 紹介と いう 形でさせ ていただ きます 。  

【青木都 市整備部 長】  

【深美地 区整備推 進本部 長】  

【雫石都 市整備部 次長】  

【小林計 画課課長 補佐】  

【山田公 園緑地課 長】  

【角倉公 園緑地課 課長補 佐】  

【塚田地 区整備推 進本部 区画整 理担 当副主幹 】  
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【高橋管 理課長】  

【橋本下 水道課長 】  

【平建築 課長】  

【楠本建 築指導課 長】  

【大原土 木課課長 補佐】  

【古森政 策総務部 政策課 長】  

【大井政 策総務部 政策課 課長補 佐】  

【八木農 業委員会 事務局 長】  

【加藤税 務管財部 用地課 長】  

【福田建 築指導課 課長補 佐】  

【松村計 画課長】  最後 になり まし たが、都 市整備部 計画課 長の

松村でご ざいます 。よろ しくお 願い いたしま す。  

 以上の 職員で対 応させ ていた だき ますので 、昨年に 引き続 きま

して、ど うぞよろ しくお 願いい たし ます。  

 また、 東京消防 庁の人 事異動 に伴 いまして 、○○前 府中消 防署

長にかわ り、○○ 府中消 防署長 が４ 月１日付 で都市計 画審議 会委

員に委嘱 されまし たので 、ご報 告い たします 。なお、 ○○委 員に

おかれま しては、 本日、 公務が 重な り、ご欠 席との連 絡をい ただ

いており ます。ま た、皆 様には よろ しくお伝 えくださ いとの お言

葉をいた だいてお ります 。  

 それで は、○○ 会長、 よろし くお 願いいた します。  

【議長】  ありが とうご ざいま す。  

 皆さん 、こんに ちは。 今、青 木部 長からお 話があっ たとお り、

本日の案 件でござ います が、審 議す る議案と 、報告事 項を入 れて
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８項目と いうこと です。 また、 ４月 の人事異 動により 、新し く体

制も整い ました。 そのよ うな中 で、 きょう開 催すると いうこ とで

あります 。ひとつ お力添 えを賜 れれ ばありが たいと思 います 。  

 では、 座らせて いただ きまし て、 進めさせ ていただ きます 。よ

ろしくお 願いいた します 。  

 では、 本日の都 市計画 審議会 の開 催に当た りまして 、本日 の委

員の皆さ んの出欠 状況で ござい ます が、○○ 委員、○ ○委員 、そ

して新し く委員に なられ ました ○○ 委員、３ 名の欠席 の連絡 をい

ただいて おります 。なお 、会議 の開 催の可否 でござい ますが 、定

足数に達 しており ますの で、本 日の 会議は有 効に成立 してい ると

いうこと でござい ます。  

 次に、 本日の会 議の議 事録の 署名 について 決めてい きたい と存

じます。都市 計画審 議会の 規定によ りますと、「 議事録に は、議長

及び議長 の指名す る委員 が署名 する 」という ことにな ってお りま

すので、 私のほう から指 名して よろ しいでし ょうか。  

（「異議な し」の 声）  

【議長】  異議な しとい うこと で了 承いただ きました ので、 私の

ほうから 指名させ ていた だきま す。  

 まず初 めに、議 席番号 １１番 、○ ○委員、 お願いし たいと 思い

ます。そ れから議 席番号 １２番 、○ ○委員、 よろしく お願い いた

します。  

 次に、 本日の審 議会を 開催す るに 当たりま して、傍 聴の希 望者

が２名お りますの で、傍 聴を許 可し てよろし いでしょ うか。  

（「異議な し」の 声）  
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【議長】  異議な しとい うこと でご ざいます ので、た だいま この

部屋に傍 聴者を入 れさせ ていた だき たいと思 います。 その間 しば

らくお待 ちいただ きたい と思い ます 。  

（傍聴人 入室）  

【議長】  それで は、議 事日程 に従 いまして 進めさせ ていた だき

たいと思 います。  

 まず日 程第１、 第１号 議案、 府中 都市計画 生産緑地 地区の 変更

を議題と させてい ただき たいと 思い ます。  

 それで は、議案 の説明 をお願 いし ます。  

【山田公 園緑地課 長】 それで は、た だいま議 題となり ました「府

中都市計 画生産緑 地地区 の変更」に つきまし てご説明 いたし ます。 

 本件は 、生産緑 地の機 能を維 持す ることが 困難とな った生 産緑

地地区の 一部を廃 止する もので ござ います。  

 資料の １ページ をお開 き願い ます 。府中都 市計画生 産緑地 地区

の変更（府中 市決定 ）の第 １の「種類 及び面積 」で ございま すが、

変更後の 生産緑地 地区の 面積は 約１ ０５．０ ６ヘクタ ールで ござ

います。  

 第２の 「削除の みを行 う位置 及び 区域」で ございま すが、 削除

となりま すのは９ 件ござ います 。削 除する面 積は、９ 件の地 区で

約５，６ ６０平方 メート ルでご ざい ます。  

 削除の 理由とし ては、 買取り の申 出に伴う 公共施設 等の用 地と

しての買 取り、ま たは行 為制限 解除 、並びに 公共施設 等の用 地と

しての取 得によっ て、生 産緑地 地区 の機能を 維持する ことが 困難

となった 生産緑地 地区の 一部を 廃止 するもの でござい ます。  
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 ２ペー ジ目をお 開き願 います 。新 旧対照表 でござい ますが 、削

除する地 区の面積 と位置 につき まし て、変更 前と変更 後を一 覧に

まとめた ものでご ざいま す。  

 下段に ございま す変更 概要で ござ いますが 、１ の「 位置の変 更」

は表の記 載のとお りでご ざいま す。  

 ２の「 区域の変 更」に つきま して は、後ほ ど計画図 面によ りご

説明をさ せていた だきま す。  

 ３の「 面積の変 更」に つきま して は、変更 前の４６ ９件か ら、

地区が全 部削除と なる４ 件のほ か、 地区番号 ５５５の 一部削 除に

伴い、新 たに地区 番号５ ７６が 加わ るため、 ４６６件 となり 、生

産緑地面 積は１０ ５．６ ３ヘク ター ルから約 １０５． ０６ヘ クタ

ールとな ります。  

 な お 、 本 件 の 都 市 計 画 変 更 案 に つ き ま し て は 、 都 市 計 画 法 第   

１９条の 規定に基 づき東 京都知 事と の協議を 行い、本 年２月 ２０

日付の協 議結果通 知にお きまし ては 、特に意 見はござ いませ んで

した。  

 また、 都市計画 法第１ ７条の 規定 に基づき 、本年３ 月１３ 日か

ら３月２ ７日まで の２週 間、公 告・ 縦覧を行 いました が、意 見書

の提出は ございま せんで した。  

 今後に つきまし ては、 本審議 会の 審議を経 た後、都 市計画 変更

の告示を 行う予定 でござ います 。  

 それで は、区域 の変更 の詳細 につ きまして 、担当よ りご説 明を

させてい ただきま す。  

【角倉公 園緑地課 課長補 佐】  それ では、府 中都市計 画生産 緑地
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地区の個 々の地区 につき まして 、前 方のスク リーンに てご説 明を

させてい ただきま す。ス クリー ンを ご覧くだ さい。  

 こちら の図面は 、お手 元の資 料の ３ページ 以降の計 画図と 同じ

ものを表 示してお ります 。計画 図の 表示は、 右下の凡 例をご 覧く

ださい。 緑の縦じ まの部 分が既 に指 定されて いる区域 、赤の 塗り

つぶし部 分が削除 する区 域で、 図は 上が北と なってお ります 。  

 初めに 、番号４ ９、地 区名、 白糸 台、京王 線の南側 、府中 第九

中学校の 北東側に 位置し 、平成 ２３ 年８月２ ４日に主 たる従 事者

の 故 障 に よ り 買 取 り の 申 出 が な さ れ た も の で 、 地 区 の 全 部 、 約   

５４０平 方メート ルを削 除する もの です。  

 ４ペー ジをご覧 くださ い。番 号８ ３、地区 名、白糸 台、朝 日保

育所の南 側、朝日 町通り の西側 に位 置し、平 成２３年 ９月２ ６日

に主たる 従事者の 死亡に より買 取り の申出が なされた もので 、地

区の一部 、約５７ ０平方 メート ルを 削除する ものです 。  

 ５ペー ジをご覧 くださ い。図 面左 側、番号 １３０、 地区名 、押

立町、都立 府中東 高等学校 の南側 、押 立町公園 の北東側 に位置 し、

公共施設 用地取得 のため 、地区 の一 部、約４ 平方メー トルを 削除

するもの です。  

 続きま して、図 面右側 、番号 １３ ６、地区 名、押立 町、中 央自

動車道の 南側、押 立文化 センタ ーの 南東側に 位置し、 主たる 従事

者の死亡 により、 地区の 一部、 約３ １０平方 メートル を削除 する

ものです 。  

 ６ペー ジをご覧 くださ い。番 号１ ９５、地 区名、若 松町、 府中

第十小学 校の北側 、浅間 山通り の東 側に位置 し、平成 ２３年 ８月



9 
 

２４日に 主たる従 事者の 死亡に より 買取りの 申出がな された もの

で、地区 の全部、 約９１ ０平方 メー トルを削 除するも のです 。  

 ７ペー ジをご覧 くださ い。番 号３ ５６、地 区名、西 原町、 富士

見 通 り の 北 側 、 西 原 町 公 園 の 南 西 側 に 位 置 し 、 平 成 ２ ３ 年 ９ 月   

２１日に 主たる従 事者の 死亡に より 買取りの 申出がな された もの

で、地区 の全部、 約９１ ０平方 メー トルを削 除するも のです 。  

 ８ペー ジをご覧 くださ い。番 号３ ８６、地 区名、住 吉町、 京王

線の北側 、鎌倉街 道西側 に位置 し、 平成２３ 年５月２ ４日に 主た

る従事者 の死亡に より買 取りの 申出 がなされ たもので 、地区 の全

部、約１ ，７００ 平方メ ートル を削 除するも のです。  

 ９ペー ジをご覧 くださ い。番 号４ ９９、地 区名、西 府町、 甲州

街道の北 側、本宿 町公園の 南西側 に 位置し、道 路敷地 取得のた め、

地区の一 部、約２ ５０平 方メー トル を削除す るもので す。  

 １０ペ ージをご 覧くだ さい。 番号 ５５５、 地区名、 西府町 、日

本電気株 式会社府 中事業 場の北 側、 西府文化 センター の西側 に位

置し、平 成２３年 ５月２ ４日に 主た る従事者 の死亡に より買 取り

の申出が なされた もので 、地区 の一 部、約４ ７０平方 メート ルを

削除する もので、 削除に 伴い、 東側 部分を番 号５７６ に分割 する

ものです 。  

 以上が 、府中都 市計画 生産緑 地地 区の変更 の説明と なりま す。  

 なお、 お手元の 封筒の 中にご ざい ます図面 は、都市 計画変 更に

必要な図 書「府中 都市計画 生産緑 地 地区総括 図」でご ざいまし て、

府中市全 域の地図 に生産 緑地の 区域 を示した ものでご ざいま す。  

 以上で ございま す。よ ろしく ご審 議をお願 いいたし ます。  
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【議長】  ありが とうご ざいま した 。  

 ただい ま第１号 議案の 生産緑 地の 変更につ いて、９ 件、説 明が

終わりま した。こ の議案 につき まし て、何か 委員の皆 さんか らご

質問がご ざいまし たら 、お願い した いと思い ます。はい 、どうぞ 、

○○委員 。  

【委員】  買取り が行わ れる箇 所を お教え願 います。  

【議長】  はい、 どうぞ 。買取 りを されたと ころです ね。  

【山田公 園緑地課 長】  買取り を行 います地 区でござ います が、

３件ござ います。  

 地区番 号１３０ 、押立 町四丁 目地 区でござ います。  

 続いて 、地区番 号４９ ９、西 府町 三丁目地 区でござ います 。  

 ３件目 が、地区 番号５ ５５、 西府 町一丁目 地区でご ざいま す。  

 以上、 ３件ござ います 。  

【議長】  ○○委 員、買 取りは ３件 というこ とです。  

よろしい でしょう か。  

【委員】  あと１ つ、市 からの 申出 で買い取 ったとい う箇所 はあ

りますか 。  

【議長】  市のほ うで申 し出て 買い 取ったと ころはご ざいま すか

というこ とです。  

【山田公 園緑地課 長】  地区番 号１ ３０、押 立町四丁 目地区 につ

きまして は、公共 施設事 業用地 とし ての取得 となりま す。  

 地区番 号４９９ 番につ きまし ては 、道路用 地として 市が取 得を

行ったも のでござ います 。  

 以上で ございま す。  
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【議長】  榎本委員、２件ございます。よろしいでしょうか。 

【委員】  わかり ました 。  

【議長】  ほかに委員の皆さんからご質問がございましたら、受け

付けたい と思いま す。は い、○ ○委 員、どう ぞ。  

【委員】  面積等 々につ いては 異議 ございま せんが、 ちょっ と教

えていた だきたい 。今年 の４月 に都 市計画法 のほか、 東京都 から

府中市に いろいろ 権限の 移譲な どが あったよ うに聞い ていま すけ

れども、 その辺の 説明を 簡単に 、こ の生産緑 地法にも 多分か かわ

ってくる のではな いかと 思いま すの で。  

【議長】  わかり ました 。今、 ○○ 委員から お尋ねが ござい まし

た。その 点、大変 中身が 広いの で、 この生産 緑地に関 してだ けと

いうこと でお答え 願いた いと思 いま す。  

【角倉公 園緑地課 課長補 佐】  今回 、生産緑 地に関係 する法 改正

の中では 、現在、 生産緑 地の地 区ご とに生産 緑地地区 という 標識

を設置し ておりま すが、 その取 り扱 いについ て、改正 がござ いま

す。  

 以上で ございま す。  

【議長】  １点だ けです ね。  

【委員】  ありが とうご ざいま す。  

 協議と 先ほど課 長さん がおっ しゃ られたの ですけれ ども、 東京

都に協議 をする、 そこの ところ の説 明を少し できます か。  

【山田公 園緑地課 長】  先ほど ご説 明申しあ げました 、本件 都市

計画変更 案につき まして は、都 市計 画法第１ ９条の規 定に基 づき

まして東 京都知事 との協 議を行 うと いうご説 明を申し あげま した
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が、以前は 同意と いうもの でござ い ましたが、改正に よりまし て、

協議とい うことに なりま した。  

 以上で ございま す。  

【委員】  という ことは 、府中 市の 考え方が 主張でき るとい うふ

うに解釈 してよろ しいで しょう か。  

【山田公 園緑地課 長】  はい、 東京 都の同意 を得ると いう規 定か

ら、協議 を行うと いうこ とにな りま した。  

 以上で ございま す。  

【角倉公 園緑地課 課長補 佐】  今の 点につい て補足を させて いた

だきます 。今回の 都市計 画法の 改正 の中で、 同意から 協議へ の変

更がござ いました 。ただ し、東 京都 及び区市 が集まっ た中で 、こ

のまま、 同意がな くなっ て協議 とい う形には なります が、今 まで

どおり同 意と同等 の協議 をさせ てい ただくと いうこと になり ます

ので、手 続上は変 わらな いとい う形 になりま す。よろ しくお 願い

いたしま す。  

【議長】  よろし いです か。  

【委員】  今はこ れで結 構です 。  

【議長】  わかり ました 。何か あり ましたら 、直接伺 って聞 いて

ください 。よろし くお願 いいた しま す。  

 ほかに 何か。は い、よ ろしく お願 いいたし ます。  

【委員】  質問で はなく て要望 です が、結構 、今回、 大きな 面積

の生産緑 地が削除 になる という こと で、どう も計画図 を見て いる

と、宅地 化しそう なとこ ろが何 カ所 かあるの で、市に 個別の 協議

なり、要 綱上の協 議とい うもの が来 るのでは ないかな と思っ てい
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ます。是 非、その ときに 良好な 町並 みがつく れるよう に、市 で努

力してい ただけれ ばと思 います ので 、よろしく お願い いたしま す。 

【議長】  はい、 わかり ました 。こ れは努力 というこ とで、 よろ

しいです か。はい 、どう ぞ。  

【松村計 画課長】  この 生産緑 地の 部分で、 開発行為 という 形に

なります と、府中 市には 地域ま ちづ くり条例 というも のがご ざい

まして、 東京都が 開発を 許可す るの ですが、 その前に 事前の 協議

というも のがござ います ので、 その 中で良好 な土地利 用とい うこ

とで協議 をしてい きたい という ふう に考えて おります 。  

 以上で す。  

【議長】  よろし いでし ょうか 。ま ちづくり 条例の中 で考え たい

というこ とです。  

 ほかに 何かご質 問ござ います でし ょうか。 よろしい ですか 。  

 それで は、ない ようで すので 、第 １号議案 について 採決を した

いと思い ます。  

 第１号 議案、府 中都市 計画生 産緑 地地区の 変更につ きまし て、  

議案のと おり決す ること で、異 議は ないでし ょうか。  

（「異議な し」の 声）  

【議長】  ありが とうご ざいま す。 異議なし という声 があり まし

たので、 議案のと おり可 決させ てい ただきま す。  

 では、 続きまし て、日 程第２ 、第 ２号議案 、府中都 市計画 用途

地域等の 変更に係 る原案 を議題 とし たいと存 じます。 本案は 、日

程第３、 第３号議 案、府 中都市 計画 地区計画 日新町四 丁目地 区地

区計画の 決定に係 る原案 、及び 日程 第４、第 ４号議案 、府中 都市
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計画公園 第２・２ ・６３ 号新田 公園 の決定に 係る原案 と関連 する

案件でご ざいます ので、 事務局 から ３件を一 括してご 説明い たし

まして、 後ほど採 決はそ れぞれ に行 いたいと 思います ので、 よろ

しいでし ょうか。  

（「異議な し」の 声）  

【議長】  異議な しとい うこと でご ざいます ので、そ のよう に進

めたいと 存じます 。  

 それで は議案の 説明を お願い いた します。  

【小林計 画課課長 補佐】  それ では 、ただい ま議題と なりま した

第２号議 案、府中 都市計 画用途 地域 等の変更 に係る原 案、第 ３号

議案、府 中都市計 画地区 計画日 新町 四丁目地 区地区計 画の決 定に

係る原案 、第４号 議案、 府中都 市計 画公園第 ２・２・ ６３号 新田

公園の決 定に係る 原案に つきま して 、あわせ てご説明 させて いた

だきます 。  

 本件に つきまし ては、 現在、 日新 町四丁目 地内で行 われて おり

ます土地 区画整理 事業区 域及び その 周辺地区 において 、周辺 市街

地と調和 した緑豊 かなゆ とりあ る住 環境の形 成を目的 として 、用

途地域等 の変更に 係る原 案、地 区計 画の決定 に係る原 案、及 び都

市計画公 園の決定 に係る 原案を 作成 しました ので、お 諮りす るも

のです。  

 なお、 用途地域 等の変 更に係 る原 案を参考 添付し、 地区計 画の

決定に係 る原案を 、都市 計画法 第１ ６条の規 定に基づ き、３ 月６

日から２ １日まで 公衆の 縦覧に 供し 、３月６ 日から２ ７日ま で意

見書の提 出を求め たとこ ろ、意見 書 の提出は ございま せんで した。
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また、３ 月６日に 市民及 び関係 権利 者を対象 とした説 明会を 開催

したとこ ろ、ご理 解をい ただき まし たので、 前回１月 ２７日 開催

の本審議 会におい てご審 議いた だき ました素 案を原案 として 付議

しており 、素案か らの変 更点は ござ いません 。  

 また、 本年４月 １日よ り用途 地域 の決定権 限が東京 都から 府中

市に移譲 されたこ とによ り、第 ２号 議案、第 ３号議案 、第４ 号議

案で付議 しており ます府 中都市 計画 用途地域 、府中都 市計画 防火

地域及び 準防火地 域、府 中都市 計画 地区計画 、府中都 市計画 公園

につきま しては、 いずれ も府中 市が 決定する 都市計画 でござ いま

す。  

 議案の 詳細につ きまし ては、 各担 当よりご 説明させ ていた だき

ます。  

【髙島都 市計画担 当主査 】  そ れで は、初め に第２号 議案、 府中

都市計画 用途地域 等の変 更に係 る原 案につき ましてご 説明さ せて

いただき ます。  

 第２号 議案、資 料の１ ページ をご 覧くださ い。  

 １の趣 旨でござ います が、日 新町 四丁目地 区におい て、公 共施

設の整備 改善、及 び良好 な住宅 地の 形成を図 ると同時 に、都 市農

業の営農 環境を確 保する ための 土地 区画整理 事業が行 われて おり、

周辺市街 地と調和 した緑 豊かな ゆと りある住 環境の形 成を目 的と

する地区 計画の決 定に係 る原案 の作 成に合わ せ、用途 地域等 の変

更に係る 原案を作 成する もので ござ います。  

 ２の原 案の主な 内容に つきま して は、前方 スクリー ンにお いて

ご説明さ せていた だきま す。ス クリ ーンをご 覧くださ い。  
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 こちら は資料７ ページ の位置 図で ございま す。用途 地域等 の変

更箇所は 、府中市 の西部 、ＪＲ 南武 線西府駅 から西に 約１． ２キ

ロメート ル、中央 自動車 道国立 府中 インター チェンジ から東 に約

０．３キ ロメート ルの、 都立府 中西 高校に接 した日新 町四丁 目地

内の緑色 で示して いる箇 所でご ざい ます。赤 線で示し ている のは

国立市と の行政境 、青線 で示し てい るのは、 第３号議 案でご 説明

させてい ただきま す地区 計画区 域で ございま す。  

 こちら は変更箇 所の航 空写真 でご ざいます 。都立府 中西高 校周

辺の緑色 の線で示 してい る区域 が用 途地域等 の変更区 域で、現 在、

土地区画 整理事業 が行わ れてお りま す。  

 こちら は資料８ ページ の計画 図で ございま す。緑色 で示し てい

る箇所が 変更区域 でござ います 。現 在、第一 種低層住 居専用 地域

であり、 建ぺい率 ４０パ ーセン ト、 容積率８ ０パーセ ント、 第一

種高度地 区、防火 指定の ない場 所で ございま す。  

 変更内 容につき まして は、この う ち用途地 域で定め る建ぺ い率、

容積率の 変更、ま た防火指 定につ い て変更す るもので ござい ます。

建ぺい率 は４０パ ーセン トから ５０ パーセン トに変更 し、容 積率

は８０パ ーセント から１ ００パ ーセ ントに変 更いたし ます。  

 防火地 域及び準 防火地 域につ いて は、防火 指定なし から準 防火

地域へ変 更いたし ます。  

 面積に つきまし ては、 約４． １ヘ クタール でござい ます。  

 府中都 市計画用 途地域 の計画 書に つきまし ては、資 料２ペ ージ

から４ペ ージ、府 中都市計 画防火 地 域及び準 防火地域 の計画 書は、

資料５ペ ージから ６ペー ジでご ざい ます。  
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 恐れ入 りますが 、第２号 議案資 料 の１ペー ジにお戻 りくだ さい。 

 ３の今 後の予定 でござ います が、 公告・縦 覧により 市民の 意見

を聴き、 都市計画 変更に 向けた 手続 を進める 予定でご ざいま す。  

 続きま して、第 ３号議 案、府 中都 市計画地 区計画日 新町四 丁目

地区地区 計画の決 定に係 る原案 につ きまして 、ご説明 させて いた

だきます 。第３号 議案、 資料の １ペ ージをご 覧くださ い。  

 １の趣 旨でござ います が、日 新町 四丁目地 区におい て、土 地区

画整理事 業による 土地利 用の維 持・ 保全を図 るととも に、周 辺市

街地と調 和した緑 豊かな ゆとり ある 住環境の 形成を図 ること を目

的として 、地区計 画の決 定に係 る原 案を作成 するもの でござ いま

す。  

 ２の原 案の主な 内容と いたし まし て、区域 を５つに 区分し 、土

地利用の 方針及び 地区施 設の整 備の 方針を定 めます。 また、 その

うち二つ の地区に ついて 、環境 緑地 、建築物 等の用途 の制限 、建

築物の敷 地面積の 最低限 度、壁 面の 位置の制 限、建築 物の高 さの

最高限度 等を定め るもの でござ いま す。  

 詳細に つきまし ては、 前方ス クリ ーンにて ご説明さ せてい ただ

きます。 なお、素 案と同 様の内 容と なること から、地 区の区 分及

び地区整 備計画に ついて のみ、改 め てご説明 させてい ただき ます。

スクリー ンをご覧 くださ い。  

 こちら は資料６ ページ の位置 図で ございま す。都立 府中西 高校

を含めた 日新町四 丁目地 内の、 青線 で示して いる、面 積約９ ．６

ヘクター ルの区域 でござ います 。  

 こちら は地区計 画区域 の航空 写真 でござい ます。都 立府中 西高
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校を含む 青線で示 してい る区域 が、 地区計画 区域でご ざいま す。

現在、土 地区画整 理事業 が行わ れて いる区域 のほか、 周辺の 市街

化が進ん でいる地 区を含 めた区 域と しており ます。  

 こちら は資料９ ページ の方針 付図 でござい ます。緑 豊かな ゆと

りある住 環境の形 成を図 るため 、地 区計画区 域を５つ に区分 し、

それぞれ の土地利 用の方 針を定 めま す。  

 紫色で 示してい る区域 、面積 約０ ．１ヘク タールを 沿道Ａ 地区

といたし ます。用 途地域 は、準 工業 地域、建 ぺい率６ ０パー セン

ト、容積 率２００ パーセ ントの 区域 で、現在 、土地区 画整理 事業

の行われ ている区 域でご ざいま す。  

 茶色で 示してい る区域 、面積 約０ ．１ヘク タールを 沿道Ｂ 地区

といたし ます。用 途地域 は、準 工業 地域、建 ぺい率６ ０パー セン

ト、容積 率２００ パーセ ントの 区域 で、市街 化の進ん でいる 区域

でござい ます。  

 緑色で 示してい る区域 、面積 約４ ．１ヘク タールを 低層住 宅Ａ

地区とい たします 。用途 地域は 、第 一種低層 住居専用 地域、 建ぺ

い率４０ パーセン ト、容 積率８ ０パ ーセント の区域で 、現在 、土

地区画整 理事業が 行われ ており 、第 ２号議案 でご説明 させて いた

だきまし た用途地 域等の 変更を 行う 区域でご ざいます 。  

 黄色で 示してい る区域 、面積 約１ ．８ヘク タールを 低層住 宅Ｂ

地区とい たします 。用途 地域は 、第 一種低層 住居専用 地域、 建ぺ

い率４０ パーセン ト、容 積率８ ０パ ーセント の区域で 、市街 化の

進んでい る区域で ござい ます。  

 水色で 示してい る区域 、面積 約３ ．５ヘク タールを 公共公 益施
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設地区と いたしま す。用 途地域 は、 第一種低 層住居専 用地域 、建

ぺい率４ ０パーセ ント、 容積率 ８０ パーセン トの区域 で、都 立府

中西高校 が立地し ている 区域で ござ います。  

 こちら は資料７ ページ の計画 図１ でござい ます。地 区計画 区域

内で地区 整備計画 を定め る地区 とい たしまし て、紫色 で示し てお

ります沿 道Ａ地区 と、緑 色で示 して おります 低層住宅 Ａ地区 にお

いて地区 整備計画 を定め ます。 先ほ どもご説 明させて いただ きま

したが、 両地区と も、現 在、土 地区 画整理事 業の行わ れてい る区

域でござ います。  

 こちら は資料８ ページ の計画 図２ でござい ます。地 区施設 とい

たしまし て、紫色 で示し ており ます 幅員８メ ートルの 区画道 路、

茶色で示 しており ます幅 員６メ ート ルの区画 道路、黄 色で示 して

おります 幅員７メ ートル の区画 道路 、水色で 示してお ります 幅員

５メート ルの区画 道路を 定めま す。 また、そ れぞれの 区画道 路の

両側に、 緑色で示 してお ります ０． ５メート ル以上の 環境緑 地を

定めます 。  

 地区施 設の計画 書につ きまし ては 、資料３ペ ージで ございま す。 

 また、 地区内中 央の濃 い緑色 で示 しており ます区域 は、後 ほど

第４号議 案でご説 明させ ていた だき ます都市 計画公園 として いく

予定でご ざいます 。  

 続きま して、資 料４ペ ージか ら５ ページに 記載して おりま す建

築物等に 関する事 項につ いてご 説明 いたしま す。沿道 Ａ地区 及び

低層住宅 Ａ地区に おいて 、７つ の項 目につい て定める もので ござ

います。  
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 １つ目 の、建築 物等の 用途の 制限 につきま しては、 沿道Ａ 地区

のみに定 め、次に 掲げる 建築物 以外 の建築物 は建築し てはな らな

いことと し、建築 するこ とので きる 建築物等 を定めま す。  

 １、住 宅。  

 ２、共 同住宅、 寄宿舎 又は下 宿。  

 ３、老 人ホーム 、保育 所、身 体障 害者福祉 ホームそ の他こ れら

に類する もの。  

 ４、老 人福祉セ ンター 、児童 厚生 施設その 他これら に類す るも

の。  

 ５、診 療所又は 病院。  

 ６、事 務所。  

 ７、店 舗、飲食 店その 他これ らに 類する用 途に供す るもの のう

ち、建築 基準法施 行令第 １３０ 条の ５の３で 定めるも の。政 令で

定めるも のは、銀 行の支 店、損 害保 険代理店 等でござ います 。  

 ８、工 場のうち 、建築 基準法 施行 令第１３ ０条の６ で定め るも

の。政令 で定める ものは 、パン 屋、 米屋等食 品製造業 を営む もの

で、作業 場の床面 積の合 計が５ ０平 方メート ル以内、 原動機 の出

力合計が ０．７５ キロワ ット以 下の ものでご ざいます 。  

 ９、巡 査派出所 、公衆 電話所 その 他これら に類する 建築基 準法

施行令第 １３０条 の４で 定める 公益 上必要な 建築物。 政令で 定め

るものは 、郵便の 業務に 供する 施設 で延べ面 積が５０ ０平方 メー

トル以内 のもの、 老人福 祉セン ター 等で延べ 面積が６ ００平 方メ

ートル以 内のもの 等でご ざいま す。  

 １０、 前各号の 建築物 に附属 する ものでご ざいます 。  
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 低層住 宅Ａ地区 につき まして は、 第一種低 層住居専 用地域 であ

りますの で、用途 の制限 は定め ませ ん。  

 ２つ目 の建築物 の敷地 面積の 最低 限度につ きまして は、沿 道Ａ

地区及び 低層住宅 Ａ地区 ともに １２ ０平方メ ートルと し、１ ２０

平方メー トル未満 の敷地 に分割 する ことを制 限いたし ます。  

 ３つ目 の壁面の 位置の 制限に つき ましては 、沿道Ａ 地区及 び低

層住宅Ａ 地区とも に、建 築物の 外壁 又はこれ にかわる 柱の面 の位

置は、道 路境界線 までの 距離は ０． ７メート ル以上、 隣地境 界線

までの距 離は０． ５メー トル以 上と いたしま す。  

 また、 壁面の位 置の制 限が適 用除 外となる 建築物を 定めま す。

物置その 他これに 類する 用途に 供し 、軒の高 さが２． ３メー トル

以下で、 かつ床面 積の合 計が５ 平方 メートル 以内であ るもの 、自

動車車庫 で軒の高 さが２ ．３メ ート ル以下で あるもの は適用 除外

といたし ます。  

 ４つ目 の壁面後 退区域 におけ る工 作物の設 置の制限 につき まし

ては、沿 道Ａ地区 及び低 層住宅 Ａ地 区ともに 、壁面の 位置の 制限

が定めら れている 区域の うち、 道路 に面する 敷地の部 分で緑 を配

置した環 境緑地の 区域に は、門 、塀 、その他 の工作物 を設置 して

はならな いことと いたし ます。  

 環境緑 地につき まして は、道路 に 面する敷 地の２分 の１以 上を、

幅０．５ メートル 以上の 緑化を する ことにな ります。  

 門、塀 等を設置 する際 には、 緑を 配置した 区域の敷 地側に 設置

すること といたし ます。 ただし 、電 柱及び緑 化に寄与 するも のに

つきまし ては、適 用除外 といた しま す。  
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 ５つ目 の建築物 の高さ の最高 限度 につきま しては、 低層住 宅Ａ

地区のみ に定め、 １０メ ートル とい たします 。沿道Ａ 地区に つき

ましては 、府中都 市計画 高度地 区に おいて、 ２５メー トル第 ２種

高度地区 に指定さ れてい るため 、最 高限度は 定めませ ん。  

 ６つ目 の建築物 等の形 態又は 色彩 その他の 意匠の制 限につ きま

しては、 沿道Ａ地 区及び 低層住 宅Ａ 地区とも に、建築 物の外 壁、

屋根及び 工作物の 色彩は 、府中 市景 観計画の 色彩基準 に適合 した

ものとす るととも に、屋 外広告 物等 を設置す る場合に は、周 囲の

景観と調 和するよ う、色 彩、形 態及 び設置場 所に留意 したも のと

すること といたし ます。  

 ７つ目 の垣又は さくの 構造の 制限 につきま しては、 沿道Ａ 地区

及び低層 住宅Ａ地 区とも に、道 路に 面して設 ける垣又 はさく の構

造は、生垣 又は透 過性を有 するフ ェ ンスとす るものと いたし ます。

ただし、 垣又はさ くの基 礎の部 分の うち、高 さが０． ６メー トル

以下の部 分につい ては適 用除外 とい たします 。  

 恐れ入 りますが 、第３号 議案資 料 の１ペー ジにお戻 りくだ さい。 

 ３の今 後の予定 でござ います が、 公告・縦 覧により 市民の 意見

を聴き、都 市計画 の決定に 向けた 手 続を進め る予定で ござい ます。 

【角倉公 園緑地課 課長補 佐】  続き まして、 第４号議 案、府 中都

市計画公 園第２・ ２・６ ３号新 田公 園の決定 に係る原 案につ きま

してご説 明させて いただ きます 。  

 第４号 議案、資 料の１ ページ をご 覧くださ い。  

 １の趣 旨でござ います が、緑 豊か で良好な 住環境の 形成を 目指

し、市内 に公園を 適切に 配置す るた め、日新 町四丁目 地区に おい
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て、府中 都市計画 事業日 新町四 丁目 土地区画 整理事業 に併せ 、都

市計画公 園の原案 を作成 するも ので ございま す。  

 ２の原 案の主な 内容で ござい ます が、日新 町四丁目 土地区 画整

理事業に より整備 する公 園を、 国立 市下新田 土地区画 整理事 業に

より整備 される公 園と一 体的に 利用 できる公 園として 計画す るも

のでござ います。  

 （１）の名 称とい たしまし ては、「 府中都市 計 画 公 園 第 ２・２ ・

６３号新 田公園」 でござ います。（ ２）の位 置、（３ ）の区域 及び

（４）の 面積につ きまし ては、 前方 のスクリ ーンにお いてご 説明

をさせて いただき ます。 スクリ ーン をご覧く ださい。  

 こちら は資料３ ページ の位置 図で ございま す。日新 町四丁 目地

内の都立 府中西高 校及び 国立市 と隣 接した、 緑色で示 してい る区

域でござ います。  

 こちら は都市計 画公園 の航空 写真 でござい ます。青 い線で 囲ま

れた区域 は、日新 町四丁 目土地 区画 整理事業 の区域で 、緑色 で示

します区 域は、府 中都市 計画公 園の 区域でご ざいます 。  

 また、 参考とい たしま して、 黄色 の線で囲 まれた区 域が国 立市

下新田土 地区画整 理事業 の区域 であ り、この うち黄緑 色で示 しま

す区域が 国立都市 計画公 園と一 体的 に利用で きる公園 として 計画

されてい るもので ござい ます。  

 こちら は資料４ ページ の計画 図で ございま す。緑色 で示し てい

る区域が 府中都市 計画公 園でご ざい ます。第 ３号議案 で説明 させ

ていただ きました 土地区 画整理 事業 で整備す る道路と は、東 側、

北側、西 側に接し 、南側 は都立 府中 西高校と 接する区 域とな りま
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す。  

 こちら は、資料 ２ページ の都市 計 画公園の 計画書で ござい ます。

種別は「街 区公園」、名称で ござい ま すが、番号 は「第２・２・６

３号」、公園 名は「新 田公園」でござ います。位 置は「府 中市日新

町四丁目 地内」、 面積は「 約０． ２ ６ヘクタ ール」で ござい ます。 

 備考は 、公園内 の施設 などを 示し ておりま して、「 園路、広 場、

休養施設 、遊戯施 設、便 益施設 、植 栽帯」で ございま す。  

 区域は 、先ほど ご説明 させて いた だきまし た計画図 表示の とお

りでござ います。  

 決定理 由といた しまし ては、 都市 計画公園 の機能及 び配置 を検

討した結 果、公園 を決定 するも ので ございま す。  

 恐れ入 りますが 、第４ 号議案 、資 料の１ペ ージにお 戻りく ださ

い。  

３の今後 の予定で ござい ますが 、公 告・縦覧 により市 民の意 見

を聴き、都 市計画 の決定に 向けた 手 続を進め る予定で ござい ます。 

 以上で 説明を終 わりま す。よろ し くご審議 をお願い いたし ます。 

【議長】  ありが とうご ざいま した 。  

 ただい ま第２号 議案、 第３号 議案 、第４号 議案とい うこと で説

明をいた だきまし た。そ れでは 審議 を始めた いと思い ます。 何か

ご質問が ございま したら 、３件 の議 案につき ましてお 願いい たし

ます。質 問につき まして は、３ 件の 議案どれ でも結構 です。  

【委員】  第４号 議案の ４ペー ジで すけれど も、この 公園の 部分

は、かな り不整形 な形を してい ます が、これ は結局、 国立市 のほ

うと合わ せると整 った形 になる とい う理解で よろしい でしょ うか。
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それで、 もし国立 市の公 園と合 わせ るのであ れば、管 理者は どこ

になるで しょうか 。  

【議長】  ２点、 ご質問 がござ いま した。こ の新田公 園なの です

けれども 、形から して、 何か意 味合 いがあっ たのか、 意味合 いが

あったな ら、何か ご説明 をお願 いし たいとい うことで す。  

【山田公 園緑地課 長】  国立市 にお いて整備 する部分 、黄緑 色で

示した部 分が国立 市側の 土地区 画整 理事業で 行う公園 、これ と一

体的にす ることで 公園の 形体を よく するとい うことで ござい ます。 

 管理に つきまし ては、 現在、 区画 整理にお いて事業 が進め られ

ていると ころでご ざいま すが、 国立 市側、府 中市側と 、今後 、協

議を行っ てまいり ます。  

 以上で ございま す。  

【委員】  ありが とうご ざいま す。  

【議長】  よろし いです か。国 立市 との行政 境のとこ ろなの で、

なかなか 難しいと 思うの ですけ れど も、合わ せるとあ あいう 形に

なるとの ことです 。  

 ほかに 何かご質 問ござ います でし ょうか。 はい、ど うぞ、 ○○

委員。  

【委員】 お願い いたしま す。新 田公 園につい て教えて くださ い。

ちょうど 今のとこ ろです 。  

 まず１ 点目なの ですけ れども 、今 のご説明 の、市内 に公園 を適

切に配置 するため という ご説明 があ りました ので、市 内全域 に対

して、こ こが不足 してい るとい うふ うな検討 をされて 、その 結果

ここにと いうこと で、今 、区画 整理 地内に整 備すると いうこ とな
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のでしょ うかとい うのが まず１ 点。  

 それか ら、府中 市決定 の中の 、今 のと同じ ことなの ですけ れど

も、２ペ ージのと ころに 都市計 画公 園の機能 及び配置 を検討 した

結果、こ れを決定 すると いうと ころ の、その 配置、こ のこと なの

だと思う のですけ れども 、この 理由 、もう少 し説明を してい ただ

きたいで す。よろ しくお 願いい たし ます。  

【議長】  わかり ました 。新田 公園 にかかわ る質問が ２つご ざい

ました。 ご説明を お願い します 。  

【山田公 園緑地課 長】  新田公 園の 都市計画 公園とし ての位 置の

決定でご ざいます が、本 市にお ける 都市計画 公園の配 置等を 吟味

した中で ございま すが、 特に西 部地 域の日新 町の、こ の地域 にお

きまして は都市計 画公園 がござ いま せんでし た。これ により まし

て、都市 施設とし ての公 園が不 足し ていると いう状況 を踏ま えま

して、土 地区画整 理事業 で整備 され る当該公 園につい て都市 計画

決定をす ることで 、都市 施設と して の公園機 能を確保 してい くと

いうこと を判断し てござ います 。  

 以上で ございま す。  

【議長】  ○○委 員、よ ろしい です か。バラ ンス性を 考えて 決定

したとい うことで すね。 公園の 意味 合いはい ろいろな 意味合 いが

あります ので、公 園の使い 道もい ろ いろとあ りますの で、その 点、

公園が必 要だとい うこと ですね 。  

 はい、 どうぞ。  

【委員】  位置的 にこの 地域に 不足 している というこ とはわ かり

ました。 それで、 最初に 趣旨の とこ ろに、緑 豊かで良 好な住 環境
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の形成と いうこと で、公 園も必 要だ というこ とがわか りまし たけ

れども、 大体この 地域は 畑等々 、緑 が豊かな ところだ ろうな と思

いまして 、将来的 にここ に緑を 公園 として確 保したい という 趣旨

なのかど うかとい うのを １点確 認し たいのと 、それか ら手続 上、

ここの土 地が今の 所有者 から組 合の 保留地に なって、 そこか ら市

が購入す るという 形にな るのか どう か、その 辺を教え ていた だき

たい。  

 以上、 お聞きし ます。  

【議長】  ２点、 今、質 問が出 まし たが、こ の土地区 画整理 の中

で考えら れるのは 、住宅 が多く なる というこ となので す。今 まで

は緑地や 畑や林等 があり ました けれ ども、宅 地化され た時点 で、

やはり緑 がなけれ ばとい うこと で、 こういう 計画がな されて いる

のではな いかと思 います 。  

 もう１ 点も含め て、こ のこと につ いて、よ ろしいで すか。  

【山田公 園緑地課 長】  公園の 緑の 配置等で ございま すが、 議案

資料２ペ ージにご ざいま すとお り、 園路、広 場、休養 施設、 遊戯

施設、便 益施設、 植栽帯 などを 適正 に配置す るという ことで ござ

います。  

 以上で ございま す。  

【塚田地 区整備推 進本部 区画整 理担 当副主幹 】  ２点 目の、 保留

地といた しまして 市が取 得をす るの かという ご質問に お答え させ

ていただ きます。  

 区画整 理事業に おきま しては 、区 画整理法 の中で３ パーセ ント

の公園を 整備する という 規定が ござ います。 今回の日 新町の 新田
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公園につ きまして は、区 域面積 の６ パーセン トを確保 してお りま

す。６パ ーセント につき まして は、 府中市の 地域まち づくり 条例

に準じた 形で整備 をして いただ いて いる状況 でござい まして 、事

業が完了 すると同 時に市 のほう に帰 属される というこ とにな りま

す。  

 以上で ございま す。  

【議長】  よろし いでし ょうか 。  

【委員】  ありが とうご ざいま す。  

【議長】  ほかに ご質問 ござい ます でしょう か。  

 ないよ うですの で、採 決をし たい と思いま す。  

 まず第 ２号議案 、府中 都市計 画用 途地域等 の変更に 係る原 案に

ついて、 議案のと おり決 するこ とで 、異議は ないでし ょうか 。  

（「異議な し」の 声）  

【議長】  異議な しとい うこと で、 議案のと おり可決 させて いた

だきたい と思いま す。  

 続きま して、第 ３号議 案につ きま して、府 中都市計 画地区 計画

日新町四 丁目地区 地区計 画の決 定に 係る原案 について 、議案 のと

おり決す ることで 異議は ござい ませ んでしょ うか。  

（「異議な し」の 声）  

【議長】  ありが とうご ざいま す。 異議なし というこ とでお 声が

ありまし たので、 議案の とおり 可決 させてい ただきた いと思 いま

す。  

 続きま して、第 ４号議 案、府 中都 市計画公 園第２・ ２・６ ３号

新田公園 の決定に 係る原 案につ きま して、議 案のとお り決す るこ
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とで異議 はないで しょう か。  

（「異議な し」の 声）  

【議長】  異議な しとい うこと でご ざいます 。議案の とおり 可決

させてい ただきま す。あ りがと うご ざいまし た。  

 では続 きまして 、日程 第５、 第５ 号議案、 府中市都 市計画 に関

する基本 的な方針 の一部 改定に 係る 原案を議 題といた したい と存

じます。 本件は、 日程第 ６、第 ６号 議案の府 中都市計 画地区 計画

多磨駅東 地区地区 計画の 変更に 係る 原案と関 連する案 件でご ざい

ますので 、２件を 一括し て説明 した いと存じ ます。よ ろしい でし

ょうか。  

（「異議な し」の 声）  

【議長】  では、 ２件一 括して 説明 をお願い いたしま す。よ ろし

くお願い します。  

【小林計 画課課長 補佐】  それ では 、ただい ま議題と なりま した

第５号議 案、府中 市都市 計画に 関す る基本的 な方針の 一部改 定に

係る原案 、及び第 ６号議 案、府 中都 市計画地 区計画多 磨駅東 地区

地区計画 の変更に 係る原 案につ きま して、あ わせてご 説明さ せて

いただき ます。  

 本件に つきまし ては、 西武多 摩川 線多磨駅 の東側、 府中市 、調

布市、三鷹 市の行 政区域に またが り 位置する 調布基地 跡地の うち、

府中市内 の都市整 備用地 におけ る利 用計画の 一部変更 に伴い 、府

中市都市 計画に関 する基 本的な 方針 の一部改 定、及び 府中都 市計

画地区計 画多磨駅 東地区 地区計 画の 変更に係 る原案を 作成し まし

たので、 お諮りす るもの でござ いま す。  
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 調布基 地跡地は 、かつ て米軍 の住 宅施設用 地として 利用さ れて

おりまし たが、返 還後は 警察大 学校 や東京外 国語大学 、武蔵 野の

森公園な ど、公的 施設の 配置を 中心 とした土 地利用が 進めら れて

おります 。  

 しかし ながら、 都市整 備用地 につ きまして は、東京 都が公 的住

宅を整備 する予定 でした が、財 政等 の事情に より、こ れを断 念し

た経緯も あり、長 年、土 地利用 が進 められて おりませ んでし た。  

 東京都 及び府中 市は、国 の要請 に 基づき、平 成２０ 年１０月 に、

一旦は本 地区の利 用計画 を策定 しま したが、 その後、 土地利 用の

１つとし て想定し ており ました 国家 公務員宿 舎の建設 が中止 とな

ったこと から、再 度、東 京都と 協議 ・調整を 図り、利 用計画 の内

容を一部 変更し、 本年３ 月に改 めて 国に提出 したとこ ろでご ざい

ます。  

 利用計 画を含め 、都市 整備用 地に おけるこ れまでの 経緯の 概要

について 、前方ス クリー ンにお いて ご説明さ せていた だきま す。

スクリー ンをご覧 くださ い。  

 こちら は、都市 整備用 地の位 置図 でござい ます。西 武多摩 川線

多磨駅の 東側、調 布市と の行政 境に 位置する 青線で示 してい る区

域でござ います。 赤線で 示して いる のは行政 境でござ います が、

都市整備 用地の東 側は調 布市、 その さらに東 側は三鷹 市であ り、

行政区域 が近接し ている 場所で ござ います。  

 先ほど もご説明 させて いただ きま したが、平 成２０ 年１０月 に、

多磨駅周 辺市街地 に位置 する当 該地 について 、豊かな 緑に囲 まれ

た業務・ 商業及び 利便性 と快適 性を 有する良 好な居住 空間を 創出
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し、駅周 辺の既存 の商業 ・サー ビス 施設や大 規模公園 及び大 学の

立地を生 かした地 域拠点 の形成 を図 ることを 目的とし て、利 用計

画を策定 しており ます。  

 こちら は、当時 策定い たしま した 利用計画 の土地利 用計画 図で

ございま す。当該 地を業 務・商 業ゾ ーン、住 宅ゾーン 、沿道 住宅

ゾーンの ３つに区 分し 、業務・商 業 ゾーンに つきまし ては 、業務 ・

商業施設 の立地誘 導を図 ること とし 、住宅ゾ ーン、沿 道住宅 ゾー

ンにつき ましては 、土地 所有者 であ る国が利 用すると して、 国家

公務員宿 舎を想定 してお りまし た。  

 利用計 画の策定 後、平成 １８年 度 から検討 を進めて おりま した、

市民の日 常生活圏 での具 体的な まち づくりの 方針であ る地域 別ま

ちづくり 方針を定 めるこ とで、 平成 ２２年１ 月に府中 市都市 計画

に関する 基本的な 方針の 改定を 行い ました。 この中で 、都市 整備

用地にお きまして は、利 用計画 に合 わせた土 地利用を 行うこ とと

しており ました。  

 また、 平成２２ 年３月 には、 利用 計画及び 府中市都 市計画 に関

する基本 的な方針 を受け 、用途 地域 の変更と ともに、 多磨駅 東地

区地区計 画の決定 をして おりま す。  

 しかし ながら、 その後 、国家 公務 員宿舎の 建設が中 止とな った

ことから 、再度、 東京都 と協議 ・調 整を図り 、利用計 画の内 容を

一部変更 し、本年 ３月に改 めて国 に 提出した ところで ござい ます。 

 こちら は、本年 ３月に 改めて 国に 提出をし ました利 用計画 の土

地利用計 画図でご ざいま すが、 国家 公務員宿 舎を想定 してお りま

した住宅 ゾーン、 沿道住 宅ゾー ンに ついて変 更するも のでご ざい
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ます。住 宅ゾーン を削除 し、業 務・ 商業ゾー ンを拡大 すると とも

に、沿道 住宅ゾー ンとし ていた もの を沿道ゾ ーンとし 、引き 続き

共同住宅 を許容す るもの ではご ざい ますが、 日常生活 に密着 した

店舗等の 立地誘導 を主と するも のと しており ます。  

 ここま でが、都 市整備 用地に おけ るこれま での経緯 の概要 でご

ざいます 。  

 参考と いたしま して、 本日、 お手 元にお配 りさせて いただ いて

おります 調布基地 跡地府 中地区 都市 整備用地 利用計画 につき まし

ては、本 年３月に 改めて 国に提 出し たもので ございま す。  

 なお、 本日、ご 審議い ただき ます 第５号議 案の府中 市都市 計画

に関する 基本的な 方針は 、府中 市が 定めるも のであり 、第６ 号議

案の府中 都市計画 地区計 画多磨 駅東 地区地区 計画にお きまし ても、

府中市が 決定する 都市計 画でご ざい ます。  

 議案の 詳細につ きまし ては、 担当 よりご説 明させて いただ きま

す。  

【髙島都 市計画担 当主査 】  そ れで は、第５ 号議案、 府中市 都市

計画に関 する基本 的な方 針の一 部改 定に係る 原案につ きまし てご

説明させ ていただ きます 。  

 第５号 議案、資 料の１ ページ をご 覧くださ い。  

 １の趣 旨でござ います が、調 布基 地跡地府 中地区都 市整備 用地

における 国家公務 員宿舎 の建設 中止 による当 該地利用 計画の 一部

変更に伴 い、府中 市都市 計画に 関す る基本的 な方針の 一部改 定に

係る原案 を作成す るもの でござ いま す。  

 ２の原 案の主な 内容と いたし まし ては、変 更点が２ 点ござ いま
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す。詳細 につきま しては 、前方 スク リーンに おいてご 説明さ せて

いただき ます。ス クリー ンをご 覧く ださい。  

 こちら は、資料 ２ペー ジの全 体構 想土地利 用方針及 び地域 別構

想市街地 整備方針 図でご ざいま す。  

 変更点 の１点目 といた しまし て、 多磨駅周 辺を含む 広い範 囲で

の基本的 な方針を 示す全 体構想 土地 利用方針 、及び地 域別構 想市

街地整備 方針図を 変更い たしま す。 西武多摩 川線多磨 駅の東 側、

朝日町三 丁目地内 の面積 約４． ７ヘ クタール の区域に おいて 、黒

の一点破 線で示す 都市整 備用地 のう ち、赤の 破線で示 す区域 を変

更いたし ます。こ れまで 大規模 公共 公益施設 ゾーンと してお りま

した区域 を、中密 度住宅 ゾーン とし 、公共公 益施設の 立地誘 導か

ら転換す るもので ござい ます。  

 こちら は、資料 ３ペー ジの地 域別 構想市街 地整備方 針でご ざい

ます。変 更点の２ 点目と いたし まし て、地域 別構想市 街地整 備方

針のうち 、都市整 備用地 につき まし ては、こ れまで豊 かな緑 の自

然環境や 良好な景 観を有 する立 地を 生かし、 魅力ある 景観形 成に

配慮した 生活利便 性の高 い拠点 の形 成を図る ため、３ つのゾ ーン

に区分し 、計画的 な土地 利用を 進め るとして いました ものを 、今

回、２つ のゾーン とする もので ござ います。  

 １つ目 のゾーン として いまし た業 務・商業 ゾーンに つきま して

は、周辺 の住宅地 、公園 及び大 学と の調和、 共生を図 るため 、敷

地周辺に 緑地など のオー プンス ペー スを十分 に確保し 、緩衝 空間

となる沿 道緑地帯 などの 豊かな 緑に 囲まれた 、良好な 景観を 有す

る業務・ 商業施設 の立地 誘導を 図る こととし 、変更は ござい ませ
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ん。  

 ２つ目 のゾーン として いまし た、 国家公務 員宿舎を 想定し てい

た住宅ゾ ーンにつ きまし ては、 建設 中止を受 け、今回 、削除 いた

します。  

 ３つ目 のゾーン として いまし た、 国家公務 員宿舎を 想定し てい

た沿道住 宅ゾーン につき まして も、 建設中止 を受け、 ２つ目 のゾ

ーンとす るととも に、沿 道ゾー ンと し、引き 続き共同 住宅を 許容

するもの ではござ います が、日 常生 活に密着 した店舗 等の立 地誘

導を主と し、日常 生活に 密着し た店 舗や共同 住宅等の 立地誘 導を

図り、多 磨駅前と 武蔵野 の森公 園と を結ぶ道 路にふさ わしい 、緑

の連続性 に配慮し た沿道 空間を 創出 するもの といたし ます。  

 恐れ入 りますが 、第５号 議案資 料 の１ペー ジにお戻 りくだ さい。 

３の今後 の予定で ござい ますが 、市 民の意見 を聴き、 府中市 都市

計画に関 する基本 的な方 針の一 部改 定に向け た手続を 進める とと

もに、説 明会を開 催する 予定で ござ います。  

 続きま して、第 ６号議 案、府 中都 市計画地 区計画多 磨駅東 地区

地区計画 の変更に 係る原 案につ きま してご説 明させて いただ きま

す。第６ 号議案、 資料の １ペー ジを ご覧くだ さい。  

 １の趣 旨でござ います が、調 布基 地跡地府 中地区都 市整備 用地

における 国家公務 員宿舎 の建設 中止 による当 該地利用 計画の 一部

変更に伴 い、府中 市都市 計画に 関す る基本的 な方針の 一部改 定に

係る原案 とともに 、府中 都市計 画地 区計画多 磨駅東地 区地区 計画

の変更に 係る原案 を作成 するも ので ございま す。  

 ２の原 案の主な 内容と いたし まし ては、変 更点が２ 点ござ いま
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す。  

 １点目 といたし まして 、地区 の区 分及び土 地利用の 方針に おい

て、駅前商業 ゾーン、業務・商業地 区 、近隣商業・住 宅調和地 区、

沿道地区 のうち、 近隣商 業・住 宅調 和地区を 削除し、 業務・ 商業

地区を拡 大するも のでご ざいま す。  

 ２点目 といたし まして 、建築 物等 の用途の 制限にお いて 、業務・

商業地区 、沿道地 区のう ち、沿 道地 区に建築 すること ができ る建

築物とし て、診療 所を追 加する もの でござい ます。  

 既決定 の地区計 画の内 容も含 めま して、詳 細につき まして は前

方スクリ ーンにお いてご 説明さ せて いただき ます。ス クリー ンを

ご覧くだ さい。  

 こちら は、資料 １０ペ ージの 位置 図でござ います。 地区計 画区

域は、西 武多摩川 線多磨 駅の東 側、 調布市と の行政境 に位置 する

朝日町二 丁目、三 丁目及 び紅葉 丘三 丁目各地 内の青線 で示し てい

る、面積 約７．１ ヘクタ ールの 区域 でござい ます。赤 線で示 して

いるのは 、調布市 、三鷹 市との 行政 境でござ います。  

 こちら は地区計 画区域 の航空 写真 でござい ます。青 線で示 して

いる区域 が地区計 画区域 で、多 磨駅 前には既 存の商店 や住宅 等が

建ち並ん でおりま す。緑 色の線 で示 している 区域は、 地区整 備計

画が定め られてい る区域 で、都 市整 備用地を 含む区域 でござ いま

す。  

 こちら は資料５ ページ に記載 して おります 地区計画 の目標 でご

ざいます 。  

 地区計 画の目標 につき まして は、 本地区は 府中市東 部の西 武多
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摩川線多 磨駅東側 の周辺 市街地 であ り、大規 模公園及 び大学 が近

接する良 好な市街 地環境 を有し てお ります。 多磨駅前 を中心 とし

た既存の 商業・サ ービス 機能に 加え 、それら と隣接す る位置 で業

務・商業 及び居住 機能等 を導入 する ことによ り、多様 な都市 機能

による活 力とにぎ わいの ある地 域拠 点の形成 を図るこ ととし てお

ります。 また、大 規模公 園及び 大学 との景観 に調和し た、緑 豊か

で環境に 配慮した 都市空 間を創 出す るととも に、多磨 駅周辺 の回

遊性向上 に資する 快適な 歩行者 空間 の形成を 目標とし ており ます。 

 こちら は資料３ ページ の地区 の区 分でござ います。 赤の破 線で

示す区域 が変更箇 所でご ざいま すが 、変更点 の１点目 といた しま

して、こ れまで地 区計画 区域を 水色 で示して おります 駅前商 業ゾ

ーンと、 大規模土 地利用 ゾーン のう ち、ピン ク色で示 してお りま

す業務・ 商業地区 、オレ ンジ色 で示 しており ます近隣 商業・ 住宅

調和地区 、黄色で 示して おりま す沿 道地区に 区分して おりま した

が、この うち国家 公務員 宿舎を 想定 しており ました近 隣商業 ・住

宅調和地 区を削除 し、業 務・商 業地 区として 拡大する もので ござ

います。  

 こちら は資料２ ページ の土地 利用 の方針で ございま す。  

 駅前商 業ゾーン につき まして は、多磨駅前 の利便性 を生か して、

業務・商 業地区の 新たな にぎわ いと の連続性 に配慮し ながら 、日

常生活に 密着した 既存の 業務・ 商業 及びサー ビス機能 の維持 ・充

実を図る とし、変 更はご ざいま せん 。  

 大規模 土地利用 ゾーン のうち、業 務・商業地 区につ きまして も、

多磨駅周 辺のにぎ わいの 連続性 を形 成すると ともに、 大規模 敷地
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を生かし た緑地等 のスペ ースを 十分 に確保し 、にぎわ いの創 出と

緑があふ れる周辺 環境と 調和の とれ た業務・ 商業地の 形成を 図る

とし、変 更はござ いませ ん。  

 国家公 務員宿舎 を想定 してお りま した近隣 商業・住 宅調和 地区

につきま しては、 建設中 止を受 け、 今回、削 除いたし ます。  

 国家公 務員宿舎 を想定 してお りま した沿道 地区につ きまし ては、

大学の景 観と国家 公務員 宿舎の 調和 に配慮し 、日常生 活に密 着し

た沿道に ふさわし い店舗 等の立 地誘 導を図り 、駅前と 大規模 公園

を結ぶ緑 の連続性 に配慮 した空 間を 創出する としてい ました もの

を、国家 公務員宿 舎の記 述を削 除し 、業務・ 商業地区 との調 和に

配慮する とともに 、と変 更する もの でござい ます。  

 こちら は資料１ １ペー ジの計 画図 １でござ います。 赤線で 示し

ているの は調布市 との行 政境、 青線 で示して いるのは 地区計 画区

域でござ います。 地区計 画区域 内で 地区整備 計画を定 める地 区と

いたしま して、ピ ンク色 で示し てお ります業 務・商業 地区と 、黄

色で示し ておりま す沿道 地区に おい て、地区 整備計画 を定め てお

ります。 先ほども ご説明 いたし まし たが、両 地区とも 都市整 備用

地を含む 区域でご ざいま す。  

 こちら は、資料 ６ペー ジに記 載し ておりま す地区施 設の整 備の

方針でご ざいます 。地区 施設の 整備 の方針と いたしま しては 、周

辺環境に 配慮した 良好な 景観形 成に 向けて、 緩衝空間 となる 豊か

な緑地帯 、歩行者 空間の ネット ワー ク形成を 目指して 、環境 緑地

及び歩道 状空地の 適切な 整備を 図る としてお ります。 また、 環境

緑地は、 原則とし て道路 に面す る敷 地の部分 、隣地に 面する 敷地
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の部分の それぞれ ２分の １以上 を緑 化するも のとし、 魅力的 な植

栽を行い 、やむを 得ない 理由が ある ときは、 敷地内に 同等の 緑化

を行うこ とでこれ に代え ること がで きるもの としてお ります 。  

 こちら は、資料 １２ペ ージの 計画 図２でご ざいます 。赤線 で示

している のは、調 布市と の行政 境、 青線で示 している のは、 地区

計画区域 でござい ます。  

 地区施 設といた しまし て、業 務・ 商業地区 の西側及 び南側 、及

び沿道地 区の西側 に、茶 色で示 して おります ３メート ル以上 の歩

道状空地 を定めて おりま す。ま た、 業務・商 業地区の 周囲及 び沿

道地区の 西側に、 黄緑色 で示し てお ります３ メートル 以上の 環境

緑地を定 めるとと もに、 沿道地 区北 側及び東 側には、 緑色で 示し

ておりま す１メー トル以 上の環 境緑 地を定め ておりま す。  

 地区施 設の計画 書につ きまし ては 、資料６ペ ージで ございま す。

こちらは 、資料６ ページ に記載 して おります 建築物等 の整備 の方

針でござ います。 多様な 都市機 能に よる活力 とにぎわ いのあ る地

域拠点の 形成を図 るため 、建築 物等 の用途の 制限、建 築物の 敷地

面積の最 低限度、 壁面の 位置の 制限 、壁面後 退区域に おける 工作

物の設置 の制限、 建築物 の高さ の最 高限度、 建築物等 の形態 又は

色彩その 他の意匠 の制限 、垣又 はさ くの構造 の制限及 び建築 物の

緑化率の 最低限度 を定め ており ます 。  

 続きま して、資 料７ペ ージか ら９ ページに 記載して おりま す建

築物等に 関する事 項につ いてご 説明 いたしま す。業務 ・商業 地区

及び沿道 地区にお いて、 建築物 等の 整備の方 針でご説 明いた しま

した８つ の項目に ついて 定めて おり ます。  
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 こちら は資料４ ページ の建築 物等 の用途の 制限でご ざいま す。

変更点の ２点目と いたし まして 、沿 道地区に おける建 築物等 の用

途の制限 を変更い たしま す。  

 業務・ 商業地区 につき まして は、 建築して はならな い建築 物と

して、住宅（ 長屋を 含む）、兼用 住宅 、共同住宅 、寄宿 舎又は 下宿、

神社、寺 院、教会 その他 これら に類 するもの 、自動車 教習所 、マ

ージャン 屋、ぱち んこ屋 、射的 場、 勝馬投票 券発売所 、場外 車券

売場その 他これら に類す るもの 、ガ ソリンス タンド、 液化石 油ガ

ススタン ドとし、 変更は ござい ませ ん。  

 沿道地 区につき まして は、建築 す ることが できる建 築物と して、

共同住宅 、事務所 、店舗 又は飲 食店 その他こ れらに類 する用 途に

供するも ののうち 、建築 基準法 施行 令第１３ ０条の５ の３で 定め

るもの、 前各号の 建築物 に附属 する ものとし ておりま したが 、今

回、診療 所を追加 するも のでご ざい ます。こ れにつき まして は、

本地区計 画の決定 時にお ける住 民説 明会の中 での要望 事項に つい

て、国家 公務員宿 舎建設 が中止 にな ったこと から追加 するも ので

ございま す。  

 ２つ目 の建築物 の敷地 面積の 最低 限度につ きまして は、業 務・

商業地区 は２０， ０００ 平方メ ート ル、沿道 地区は１ ，００ ０平

方メート ルとして おりま す。  

 ３つ目 の壁面の 位置の 制限に つき ましては 、業務・ 商業地 区及

び沿道地 区ともに 、建築 物の外 壁又 はこれに 代わる柱 の面は 、計

画図に示 す壁面線 を越え てはな らな いとし、沿 道地区 において は、

これに加 え、隣地 境界線 までの 距離 は０．５ メートル 以上と しな
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ければな らないと してお ります 。  

 また、 壁面の位 置の制 限が適 用除 外となる 建築物を 定めて おり

ます。物 置その他 これに 類する 用途 に供し、 軒の高さ が２． ３メ

ートル以 下で、か つ、床 面積の 合計 が５平方 メートル 以内で ある

もの、自 動車車庫 で軒の 高さが ２． ３メート ル以下で あるも のは

適用除外 といたし ます。  

 こちら は、資料 １１ペ ージの 計画 図１でご ざいます 。計画 図に

示す壁面 線といた しまし て、業 務・ 商業地区 の周囲、 及び沿 道地

区の西側 において は、ピ ンク色 で示 しており ます敷地 境界線 から

１０メー トル以上 、また 、沿道 地区 の北側及 び東側に おいて は、

紫色で示 しており ます敷 地境界 線か ら１メー トル以上 の壁面 線を

定めてお ります。  

 ４つ目 の、壁面 後退区 域にお ける 工作物の 設置の制 限につ きま

しては、 業務・商 業地区 及び沿 道地 区ともに 、壁面の 位置の 制限

が定めら れている 区域の うち、 道路 に面する 敷地の部 分で緑 を配

置した環 境緑地の 区域及 び歩道 状空 地の区域 には、門 、塀、 その

他の工作 物を設置 しては ならな いこ ととして おります 。  

 参考と いたしま して、 業務・ 商業 地区の西 側におき まして は、

歩道状空 地を３メ ートル 以上、 及び 道路に面 する敷地 の部分 の２

分の１以 上を、幅 ３メー トル以 上の 緑化をす ることに なりま す。

門、塀等 を設置す る際に は、緑 を配 置した区 域の敷地 側に設 置す

ることと いたしま す。た だし、 電柱 及び緑化 に寄与す るもの につ

きまして は適用除 外とい たしま す。  

 こちら は、業務 ・商業 地区の 西側 、南側、 及び沿道 地区の 西側
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の工作物 の設置の 制限の イメー ジ図 でござい ます。歩 道状空 地を

３メート ル以上、環境緑地 を３メ ー トル以上 配置した 内側に、門、

塀等を設 置するこ とにな ります。ま た、壁面後 退につ きまして は、

１０メー トル以上 として おりま す。  

 こちら は、沿道 地区の 北側及 び東 側の工作 物の設置 の制限 のイ

メージ図 でござい ます。 環境緑 地を １メート ル以上配 置した 内側

に、門、 塀等を設 置する ことに なり ます。ま た、壁面 後退に つき

ましては 、１メー トル以 上とし てお ります。  

 ５つ目 の建築物 の高さ の最高 限度 につきま しては、 業務・ 商業

地区は２ ５メート ル、沿 道地区 は１ ５メート ルとして おりま す。  

 ６つ目 の建築物 等の形 態又は 色彩 その他の 意匠の制 限につ きま

しては、 業務・商 業地区 及び沿 道地 区ともに 、建築物 の外壁 、屋

根及び工 作物の色 彩は、 府中市 景観 計画の色 彩基準に 適合し たも

のとする とともに 、屋外 広告物 等を 設置する 場合には 、周囲 の景

観と調和 するよう 、色彩 、形態 及び 設置場所 に留意し たもの とす

ることと しており ます。  

 ７つ目 の垣又は さくの 構造の 制限 につきま しては、 業務・ 商業

地区及び 沿道地区 ともに 、道路 に面 して設け る垣又は さくの 構造

は、生垣 又は透過 性を有 するフ ェン スとする ものとし 、垣又 はさ

くの基礎 の部分の うち、 高さが ０． ６メート ル以下の 部分に つい

ては適用 除外とし ており ます。  

 ８つ目 の建築物 の緑化 率の最 低限 度につき ましては 、業務 ・商

業地区の みに定め 、敷地 面積に 対す る緑化面 積の割合 は１５ パー

セントと しており ます。  
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 恐れ入 りますが 、第６ 号議案 、資 料の１ペ ージにお 戻りく ださ

い。３の 今後の予 定でご ざいま すが 、公告・ 縦覧によ り市民 の意

見を聴き 、都市計 画の変 更に向 けた 手続を進 めるとと もに、 説明

会を開催 する予定 でござ います 。  

 以上で 説明を終 わりま す。よろ し くご審議 をお願い いたし ます。 

【議長】  ありが とうご ざいま した 。  

 ただい ま第５号 議案並 びに第 ６号 議案につ きまして 、説明 が終

わりまし た。２つ の議案 につき まし てご質問 をいただ きたい と思

います。 何かあり ますで しょう か。 はい、○ ○委員ど うぞ。  

【委員】 第６号 議案の３ ページ で、右側のオ レンジ色 の部分 は、

現在は国 有地です か。所 有権は 国に あるので すか。  

【古森政 策総務部 政策課 長】  国有 地でござ います。  

【委員】  そうし ました ら、そ れ以 外の部分 について の権利 関係

がわかれ ば教えて くださ い。ど のぐ らいの人 数の方が 所有さ れて

いるか。  

【古森政 策総務部 政策課 長】  都市 整備用地 につきま しては 、す

べて国有 地です。  

【委員】  すべて 国有地 。そう しま すと、こ こで事業 を行う と思

いますけ れども、 開発す る際の 事業 主体はど こになり ますか 。  

【議長】  この商 業施設 、業務 等に かかわる ことです か。  

【委員】  この開 発した 後です ね。 今は更地 ですけれ ども。  

【古森政 策総務部 政策課 長】  こち らにつき ましては 、国に おい

て処分が され、事 業者が 決まり まし たら、そ の事業者 が開発 主体

という形 になりま す。  
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【委員】  国のほ うで決 定され るの ですか。  

【古森政 策総務部 政策課 長】  国の ほうで処 分を行い ます。  

【議長】  よろし いでし ょうか 。  

【委員】  はい。  

【議長】  はい、 ○○委 員。  

【委員】  公務員 宿舎が なくな って 、それに かわって 何かこ う、

イメージ というか 、想定 してい るも のがある のでしょ うか。 それ

を、さっ き診療所 が加わ ったり して いました けれども 、そう いう

ものがで きるとい うよう な想定 があ るのかど うか、全 体的な こと

を教えて ください 。  

【議長】  ○○委 員のほ うから 、こ れからの 想定され る姿、 イメ

ージする ものがあ るのか ないの か。 はい、ど うぞ。  

【古森政 策総務部 政策課 長】  こち らは、地 区計画で まちづ くり

の誘導を していく ことに なりま すが 、先ほど もお答え させて いた

だきまし たが、実 際の処分 につき ま しては国 のほうで 行われ ます。

従いまし て、具体 的に何 という とこ ろはない のですけ れども 、国

家公務員 宿舎につ いては なくな り、 この業務 ・商業地 区とい う、

この地区 計画に合 致する ものに つい て、今後 、国にお いて処 分が

されると いう形に なろう かと思 って おります 。  

 以上で す。  

【議長】  はい、 どうぞ 。  

【委員】  わかり ました 。わか った のですが 、診療所 を特に 入れ

たという のは、住 民から の要望 があ ったとか 、そうい うこと でし

ょうか。  
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【議長】  その診 療所に つきま して 、何か意 味がある のです か。  

【松村計 画課長】  住民 からの 要望 があった 中で、建 築可能 であ

る用途と して診療 所とい うとこ ろを つけ加え たところ でござ いま

す。  

【委員】  はい、 わかり ました 。  

【議長】  住民の 皆さん からの 要望 というこ とだそう です。 よろ

しくお願 いします 。  

 ほかに 何かご質 問ござ いませ んで しょうか 。  

 ないよ うですの で、採 決に移 りた いと思い ます。  

 まず、 第５号議 案、府 中市都 市計 画に関す る基本的 な方針 の一

部改定に 係る原案 につい て、議 案の とおり決 すること でよろ しい

でしょう か。  

（「異議な し」の 声）  

【議長】 はい 、あ りがとう ござい ま す。異議 なしと いうこ とで、

議案のと おり可決 させて いただ きま す。  

 次に， 第６号議 案、府 中都市 計画 地区計画 多磨駅東 地区地 区計

画の変更 に係る原 案につ きまし ては 、議案の とおり可 決させ てい

ただくこ とでよろ しいで しょう か。  

（「異議な し」の 声）  

【議長】  ありが とうご ざいま す。 第６号議 案につき まして も異

議なしと いうこと で、議 案のと おり 可決させ ていただ きます 。  

 では、 審議事項 は終わ りまし て、 日程第７ 、報告事 項１、 府中

都市計画 道路の進 ちょく 状況に つい て、事務 局から報 告を願 いま

す。よろ しくお願 いしま す。  
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【大原土 木課課長 補佐】  報告 １の 府中都市 計画道路 の進ち ょく

状況につ きまして ご報告 いたし ます 。  

 資料の １ページ をご参 照いた だき たいと存 じます。  

 １の施 行主体別 進ちょ く状況 でご ざいます が、国、 東京都 、府

中市全体 で３７路 線、延 長７万 １， ５９０メ ートルが 計画決 定さ

れており ます。  

 完成率 につきま しては 、国施 行は 国道２０ 号の１路 線で、 完成

延長は６ ，７３０ メート ル、１ ００ パーセン トの完成 率とな って

おります 。  

 東京都 施行は、 １１路 線で、 完成 延長は２ 万４，２ ５９メ ート

ル、７０ ．２パー セント の完成 率で ございま す。  

 府中市 施行は、 ２５路 線で、 完成 延長は２ 万６，４ ８０メ ート

ル、８７ ．４パー セント の完成 率で ございま す。  

 以上、 国、東京 都、府 中市を 合わ せた３７ 路線の全 体完成 延長

は５万７ ，４６９ メート ル、８ ０． ３パーセ ントの完 成率で 、前

年度と変 わりはご ざいま せん。  

 ２の路 線別進ち ょく状 況でご ざい ますが、 ３ページ の府中 都市

計画道路 進ちょく 現況図 でご説 明い たします 。  

 現在の 主な進ち ょく状 況でご ざい ますが、 東京都施 行分を 東京

都に確認 している ところ では、 図面 左の赤色 の府中３ ・２・ ２の

２号東京 八王子線 、西原 町二丁 目か ら国立市 谷保間に ついて 、現

在、用地 買収を行 ってお ります 。  

 東府中 駅の東側 、赤色 の府中 ３・ ４・７号 府中清瀬 線につ いて

は、整備 工事を進 めてお り、本 線の み平成２ ５年春に 供用開 始を
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予定して おります 。また 、府中 ３・ ４・７号 の是政橋 付近で は、

平成２４ 年度に４ 車線の 開通を 目指 している とのこと でござ いま

す。  

 次に、 府中市施 行の主 な進ち ょく 状況につ きまして は、図 面右

側の赤色 の府中３ ・４・ １６号 あん ず通りと 人見街道 交差点 から

約７４４ メートル の区間 につい て、 平成２２ 年４月７ 日に事 業認

可を受け 、平成２ ８年３ 月３１ 日ま での事業 施行期間 で、現 在、

用地取得 を進めて いると ころで ござ います。  

 以上で 報告を終 わりま す。よ ろし くお願い いたしま す。  

【議長】  ありが とうご ざいま した 。  

 ただい ま都市計 画道路 の進ち ょく 状況につ いて報告 をいた だき

ました。 この報告 につき まして 、何 かご質問 がありま したら お願

いいたし ます。は い、○ ○委員 どう ぞ。  

【委員】  １点、 よろし くお願 いし ます。  

 今、報 告はいた だいた わけな ので すけれど も、少し 今後の こと

で伺えた らと思い ます。 東京都 施行 の府中３ ・４・３ 号線な ので

すが、約半 分ほど、まだ計 画中と いう ことが上 がってお ります が、

これの工 事の進ち ょく状 況と、 今後 どのよう な時間軸 でやっ てい

こうとさ れている のかと いうと ころ の状況を 伺えたら と思い ます。

それで、 東京都の ほうで 、あと 何か 見直し等 が入るよ うな可 能性

があるか どうか、 そのあ たりも 含め てお願い いたしま す。  

【議長】  都市計 画道路 の府中 ３・ ４・３号 について 、もう ちょ

っと詳し くご報告 を願い ますと いう ことです 。よろし いでし ょう

か。  
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【松村計 画課長】  府中 ３・４ ・３ 号につき ましては 、第３ 次事

業化計画 優先整備 路線に なって おり ますが、 現在のと ころ、 東京

都のほう から特に 情報は いただ いて おりませ んので、 その後 の進

展はない ものと考 えてお ります 。  

計画道路 のままで 、特に 事業化 につ いての話 はありま せん。  

以上でご ざいます 。  

【委員】  そうな のです か。事 業化 について の進展は ないと いう

ことなの ですね、 今の状 況の中 では 。そうで すか。  

【議長】 東京都 のほうか らそう い う話はな いという ことで すね。 

【松村計 画課長】  第３ 次事業 化計 画優先整 備路線に 指定さ れて

いるので すが、事 業化へ 向けて の進 展はない というと ころで す。  

【委員】  そうで すか。 では、 そう しますと 意見なの ですが 、府

中市の中 では、多 摩川の 土手沿 いが 是政のほ うまで割 とスム ーズ

に流れる ような道 路状況 になっ てき た。市も 力を入れ ている とい

うところ があると 思うの で、こ の路 線の約４ ，０７０ メート ルの

部分に関 しては、 当初、 平成１ ８年 ですか、 １０年間 で行う とい

うところ でなった わけな のです が、 果たして この道路 が必要 なの

かは、地 域住民等 の意見 も、な かな か計画が 変わらな い、変 える

のは大変 難しいと 、それ は聞い てお るのです が、周辺 の道路 状況

が変わっ たり、交 通量の 変化も ある ことを考 えますと 、しっ かり

とここの 必要性に ついて は、再 度、 東京都の ほうでも 考え直 すよ

うな方向 性も示し ていた だけれ ばと いう要望 でもあり ます。 今後

の全体の 道路状況 を加味 して、 果た してここ が必要な 道路に なる

のか、市と しても 検証して 意見は 言 っていっ てほしい と思い ます。
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よろしく お願いい たしま す。  

 意見と して申し あげさ せてい ただ ければと 思います 。  

【議長】  よろし いでし ょうか 、意 見という ことで。 はい、 どう

ぞ。  

【松村計 画課長】  府中 ３・４ ・３ 号につき ましては 、東京 都及

び２８市 町が第３ 次事業 化計画 優先 整備路線 というこ とで位 置づ

けており ますので 、府中 市とし ても 必要な路 線である という ふう

に考えて おります 。  

 以上で ございま す。  

【委員】  伺って おきま す。  

【議長】  報告事 項でご ざいま すが 、何かご 質問あり ますか 。は

い、どう ぞ。  

【委員】  報告な のです けれど も、 お聞きし ます。  

 府中３ ・２・２ の２号 の道路 なの ですが、 今、ここ の赤い 事業

中のとこ ろは、買 収、土 地の用 地取 得の計画 で動いて いると 思う

のですけ れども、 １９０ 軒か２ ００ 軒の対象 の方々が いて、 今ど

のぐらい まで進ん でいる のかと いう のを聞き たいので す。地 域の

方に聞く と、拒否 されて いる方 がい るという のですけ れども 、そ

のことを まず１点 お聞き したい ので す。  

 あわせ て、同じよう に聞き たいの ですけれ ども 、国分寺 ３・２ ・

８号、一 番北の国 分寺境 なので すけ れども、 ここの進 ちょく 状況

を教えて ください 。  

【議長】  よろし いです か、２ 件。  

【小林計 画課課長 補佐 】 最初 にご 質問のあ りました 府中３・２・
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２の２号 の買収の 状況で ござい ます が、具体 的に買収 率とい うの

は把握し ておりま せん。  

 続きま して、２ つ目の 国分寺 ３・ ２・８号 の進ちょ く状況 でご

ざいます が、平成 ２４年 ３月に 中央 線の立体 交差の説 明会が 行わ

れており まして、 平成１ ９年度 から ２７年度 で事業を 行うと いう

ことでし て、中央 線の立 体交差 の工 事につき ましては 、平成 ２６

年６月に 工事を進 めると いう予 定で ございま す。  

 以上で ございま す。  

【委員】  では、 あと少 し聞か せて ください 。  

 買収の 進ちょく 状況は わから ない というこ とで、そ の点に つい

てはわか りました 。  

 住民の 方から聞 いてお ります のは 、ここに 学校にか かると ころ

が あ っ て 、 そ こ が 、 第 十 中 学 校 の 用 地 が 、 長 さ ８ ０ メ ー ト ル 、    

７００平 方メート ルが削 られる とい うことを 心配され ている ので

すが、そ ういう状 況につ いて教 育委 員会のほ うにも言 ったと いう

話を聞い ているの ですけ れども 、担 当のとこ ろという か、教 育委

員会も含 めて、そ の用地 が削ら れる ことよっ て教育環 境に影 響は

ないのか どうか、 どう考 えてい るの か教えて いただき たいと 思い

ます。  

 以上で す。  

【議長】  第十中 学校に かかわ る用 地のこと 、わかり ますか 。  

【委員】  それと もう１ 点です 。先 ほど説明 会があっ たとい う中

で、住民 の心配の 声とか 、そう いう ものは上 がってい ますか とい

うのをお 聞きして 、終わ ります 。  
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【議長】  まず第 十中学 校の用 地。  

【青木都 市整備部 長】  それで は、 最初に第 十中学校 の件で ござ

いますけ れども、校庭の一 部が都 市 計画道路 内にかか ります ので、

教育委員 会からの 要望と いたし まし ては、教 育環境に 影響が ない

ようにと いうこと で東京 都と協 議し ておりま す。  

 以上で ございま す。  

【委員】  では、 今の点 につい ては 、よろし くお願い したい と思

います。  

 それか ら、また 工事が 進んで いく 段階で、 本当に影 響がな いよ

うにとい うことで 、細か くまた お聞 きするこ ともある かもし れま

せんので 、状況を つかん でいた だく ようにお 願いしま す。  

【議長】  わかり ました 。その とき はそのと きで、質 問願い たい

と思いま す。  

 ほかに 何かござ います でしょ うか 。  

 報告事 項１につ きまし て、ほ かに ご質問が なければ 、報告 了承

というこ とでよろ しいで しょう か。  

（「異議な し」の 声）  

【議長】  続きま して、 日程第 ７、 報告事項 ２、府中 都市計 画公

園・緑地 の進ちょ く状況 につい て、 事務局か ら報告願 います 。よ

ろしくお 願いいた します 。  

【山田公 園緑地課 長】  報告事 項２ 、府中都 市計画公 園・緑 地の

進ちょく 状況につ きまし てご報 告申 しあげま す。  

 恐れ入 りますが 、資料 の１ペ ージ をご覧く ださい。  

 表の一 番下の合 計欄で ござい ます が、都市 計画決定 してい る公
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園・緑地は、平成２ ４年４月 １日現 在 で８９カ 所、面 積は２ ９３．

５２ヘク タールで ござい ます。 平成 ２３年度 に比べ０ ．０４ ヘク

タール増 加をして おりま すが、 これ は押立町 公園の都 市計画 決定

の面積が 増加した もので ござい ます 。  

 次に、 都市計画 決定し ている 公園 ・緑地の うち、供 用開始 をし

ている公 園・緑地 は、平 成２４ 年４ 月１日現 在で８６ カ所、 面積

は１４９ ．３０ヘ クター ルでご ざい ます。平 成２３年 度に比 べ、

０．０６ ヘクター ル増加 してお りま すが、こ れは府中 の森公 園の

公園内の 土地の所 管換え 等によ るも ので増加 したもの でござ いま

す。  

 次 に 、 市 民 １ 人 当 た り の 公 園 ・ 緑 地 の 面 積 で ご ざ い ま す が 、   

５．９４ 平方メー トルと なり、 平成 ２３年度 、２６市 の市民 １人

当たりの 公園・緑 地面積 と比較 する と、２６ 市の１人 当たり の平

均が４． ９４平方 メート ルです ので 、本市は １．００ 平方メ ート

ル上回っ ているこ とにな ります 。  

 また、 東京都全 体と比 較して みる と、東京 都全体で １人当 たり

の平均が ３．７５ 平方メ ートル です ので、こ れについ ても、 本市

は２．１ ９平方メ ートル 上回っ てい ることに なります 。  

 今後と も、都市 計画公 園・緑 地の 整備に当 たりまし ては、 進め

てまいり ます。  

 以上で 報告を終 わりま す。よ ろし くお願い いたしま す。  

【議長】  ありが とうご ざいま した 。報告事 項２につ いて報 告し

ていただ きました 。この ことに つき まして、 何かご質 問あり ます

か。これ はよろし いです か。  
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（「異議な し」の 声）  

【議長】  報告事 項２に ついて は、 報告了承 とさせて いただ きた

いと思い ます。あ りがと うござ いま した。  

 続きま して、日 程第８ 、その 他に ついてで ございま すが、 これ

は事務局 から何か ござい ました ら、 お願いし たいと思 います 。  

【髙島都 市計画担 当主査 】  事 務局 からは２ 点ござい ます。 １点

目は、府中 都市計 画生産緑 地地区 の 変更予定 について 、２点目 は、

次回の開 催日程に ついて ご報告 させ ていただ きます。  

【議長】  では、 １点目 から報 告を 願います 。  

【角倉公 園緑地課 課長補 佐】  今後 、生産緑 地地区の 削除変 更が

予定され ているも のにつ きまし て、 本日、お 手元にお 配りし てお

ります、 右上に「 資料」 と入っ てお ります「 府中都市 計画生 産緑

地地区の 変更（削 除）予 定につ いて 」により 、ご報告 させて いた

だきます 。こちら のホチ キスで とめ てある資 料でござ います 。  

 ページ をめくっ ていた だきま して 、地図のほ うをご 覧くださ い。

右下に凡 例がござ います が、黒丸 で お示しし てござい ます部 分が、

生産緑地 法第１０ 条の規 定に基 づく 買取り申 出の手続 があり 、現

在、生産 緑地とし ての制 限が解 除さ れている 地区でご ざいま す。  

 地区名 は、新町 地区、 場所は 、東 八道路の 北側、新 町文化 セン

ターの北 東側に位 置する 地区で ござ います。  

 この生 産緑地地 区につ きまし ては 、都市計画 の削除 変更とし て、

平成２４ 年度秋ご ろに開 催予定 の本 審議会に 付議する 予定で ござ

います。  

 以上で ございま す。  
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【議長】  ありが とうご ざいま した 。ただい まの報告 事項、 １点

されまし たが、こ のことに ついて 何 かご質問 あります でしょ うか。

はい、ど うぞ。  

【委員】  今のと ころは いいの です が、先程 の第２号 、第３ 号、

第４号議 案の府中 西高校 の近く です けれども 、あの辺 は生産 緑地

は削除に はならな いので すか。 その うちある のですか 。  

【小林計 画課課長 補佐】  生産 緑地 のところ につきま しては 、こ

れから道 路等、入 ります ので、 削除 及び追加 という形 で、今 後、

変更する 形になり ます。  

 以上で ございま す。  

【議長】  それで よろし いです か。  

【委員】  わかり ました 。  

【議長】  ほかに ござい ますで しょ うか。  

 ないよ うですの で、次 に移り たい と思いま す。２点 目の報 告事

項、お願 いします 。  

【髙島都 市計画担 当主査 】  ２ 点目 といたし まして、 次回の 開催

日程につ いてご報 告いた します 。  

 次回の開催は、現在、手続を進めております案件の進ちょく状況

により、改めて事務局からご連絡をさせていただきたいと思います。 

 以上で ございま す。  

【議長】  ありが とうご ざいま す。 改めて次 回の日程 はお知 らせ

するとい うことで よろし いでし ょう か。  

 これで 審議事項 、報告 事項が 終わ りました 。  

本日は長 時間、ご 協議い ただき まし て、大変 ありがと うござ い
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ます。こ れで府中 市都市 計画審 議会 を終わら せていた だきま す。  

午後３時 ３９分  閉会  

以上、会議 のてん 末を記 載してそ の 相違ない ことを証 するた め、

ここに署 名する。  

 

 

議   長    ○   ○   ○   ○  

 

 

委   員    ○   ○   ○   ○  

 

 

委   員    ○   ○   ○   ○  

 


